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平成 2１年度 

鹿 児 島 大 学 法 科 大 学 院 

 

法学既修者認定試験 

 

試 験 問 題（憲法・行政法） 

平成 2１年１月２４日（土曜日） 

 

 

 

答案作成上の注意 

 

１．「解答はじめ」の合図があるまで、この 1ページ目を表にして、この問題

冊子を開かないこと。 

２．問題冊子は、このページを含めて７ページある。 

３．試験用紙は４枚配布する。 

４．試験用紙の受験番号   に受験番号、試験科目   に試験科目（憲法

または行政法）を記入すること。 

５．解答用紙の No.   に、試験科目ごとのページ番号（１～２）を記入す

ること。 

６．白紙答案がある場合でも、すべての用紙に受験番号（横書き）、試験科目、

ページ番号を記入して、必ず４枚すべてを提出すること。 

７．解答は、試験用紙の指定された欄に、横書きで記入すること。 

８．試験終了後、この問題冊子と下書き用紙は、持ちかえってよい。 
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憲法（配点 １００点） 

 

 

問題 

Ｘは、少年殺害事件で起訴され鹿児島拘置所において勾留されていた。拘置

所内で南日本新聞を定期講読していたところ、同新聞の２００８年７月２２日

付から同年７月２３日付朝刊まで、紙面の一部を墨で真黒に塗りつぶした判読

不可能なものを配付された。塗抹された部分には、別の県でおきた同種の少年

殺害事件の記事が掲載されており、拘置所長は、同事件に関しては、被告人に

与える影響が大きいとしてその事件に関連する一切の記事を抹消した。 

 しかし、Ｘは、拘置所長が自分に対してなしたこの新聞記事抹消処分は違憲

違法であるとしてその取り消しを求めた。 

 この新聞記事抹消処分が憲法に反するかどうか、説明しなさい。 

（おことわり＝この事案は試験用に考えたフィクションです） 

 

 

 

［参考法令］ 

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 

（平成１７年５月２５日法律第５０号） 

（定義） 

第２条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一  被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。 

二  被留置者 留置施設に留置されている者をいう。 

三  海上保安被留置者 海上保安留置施設に留置されている者をいう。 

四  受刑者 懲役受刑者、禁錮受刑者又は拘留受刑者をいう。 

五  懲役受刑者 懲役の刑（国際受刑者移送法 （平成１４年法律第６６号）第１６条第

１項第１号の共助刑を含む。以下同じ。）の執行のため拘置されている者をいう。 

六  禁錮受刑者 禁錮の刑（国際受刑者移送法第１６条第１項第２号の共助刑を含む。以

下同じ。）の執行のため拘置されている者をいう。 

七  拘留受刑者 拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。 

八  未決拘禁者 被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。 

九  被逮捕者 刑事訴訟法 （昭和２３年法律第１３１号）の規定により逮捕されて留置

されている者をいう。 
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十  被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。 

十一  死刑確定者 死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。 

十二  各種被収容者 被収容者であって、受刑者、未決拘禁者及び死刑確定者以外のもの

をいう。 

 

（刑事施設） 

第３条  刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設と

する。 

一  懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者 

二  刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 

三  刑事訴訟法の規定により勾留される者 

四  死刑の言渡しを受けて拘置される者 

五 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及

び収容することができることとされる者 

 

第２編 被収容者等の処遇  

  第２章 刑事施設における被収容者の処遇  

    第８節 書籍等の閲覧（第６９条―第７２条） 

（自弁の書籍等の閲覧） 

第６９条  被収容者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節及び第１２節の規定による

場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。 

 

第７０条  刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のい

ずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。 

一  刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 

二  被収容者が受刑者である場合において、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるお

それがあるとき。 

三  被収容者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがある

とき。 

 

２  前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳

が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、被収容者にその費用を負担させ

ることができる。この場合において、被収容者が負担すべき費用を負担しないときは、

その閲覧を禁止する。 

 

（新聞紙に関する制限） 
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第７１条  刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、被収容者が取得することが

できる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をするこ

とができる。 

 

（時事の報道に接する機会の付与等） 

第７２条  刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その

他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなけ

ればならない。 

 

２  刑事施設の長は、第３９条第２項の規定による援助の措置として、刑事施設に書籍等

を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍等の閲覧の方法は、刑事

施設の長が定める。 

 

 

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 

（平成１８年５月２３日法務省令第５７号） 

    

第８章 書籍等の閲覧 

 

（新聞紙に関する制限） 

第３４条  法第７１条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制

限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定

する二紙以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することに

より行うことができるものとする。時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙以

外の日刊新聞紙についても、同様とする。 

 

２  法第７１条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限

は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する事業者からの１月以上の継続的な購

入に制限することにより行うことができるものとする。 
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行政法（配点 １００点） 

 

問題 

 下記の事例について、Xはいかなる争い方を採ることができるか、その訴訟手

段について述べなさい。また、Y の行った本件処分の違法性の有無についても論

じなさい。 

 

［事例］ 

 本事例は、河川法及び漁港法（平成１３年の改正前）の占用許可を受けずに

設置されたヨット係留施設の鉄杭を撤去するために、B町（現在は市になつてい

る）町長である被告 Y が行った鉄杭の強制撤去のための公金支出を違法である

として、原告 Xが Yを被告名宛人として提起された損害賠償請求事件である。 

 因みに、本件訴訟が提起されたのは、河川管理者である県知事 A の措置を待

つことなく、また、漁港管理規程が未制定である（B町長は無権限である）にも

かかわらず、B町の町長Yが単独で不法占用の鉄杭の強制撤去したことにあった。 

 

 

 

 ［参考法令］ 

改正前の地方自治法２４２条の２（平成１４年の改正前） 

１項「普通地方公共団体の住民は、前条第１項の規定による請求をした場合において、・・・

同条第１項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次の各号に掲げる

請求をすることができる。」 

 １号～３号 省略 

 ４号「普通地方公共団体に代位して行う当該職員に対する損害賠償の請求若しくは不当

利得返還の請求又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に対する法律関係不存在確認

の請求、損害賠償の請求、不当利得返還の請求、原状回復の請求若しくは妨害排除の請求」 

 

 

 

 

 

 

 


